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平成年表

否
は
訴
訟
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
の
た
め
、
平
成
十
年
に
、
類
似
意
匠
制
度
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
関
連
意
匠
制
度
を
創
設
し
、
同
日
に
、
同
一

出
願
人
か
ら
出
願
さ
れ
た
場
合
に
限
り
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
意
匠
を
そ
れ
ぞ
れ
同
等
の
価
値
を
有
す
る
も
の
と
し
て
保
護
で

き
る
よ
う
に
し
た
。
平
成
一
八
年
の
法
改
正
で
は
、
そ
の
後
の
デ
ザ
イ
ン
戦
略
の
多
様
性
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
本
意
匠
の
登

録
の
公
表
日
ま
で
関
連
意
匠
を
出
願
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

　

近
年
は
、
自
社
製
品
に
共
通
の
一
貫
し
た
デ
ザ
イ
ン
・
コ
ン
セ
プ
ト
を
用
い
た
群
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ
り
、
独
自
の
世
界
観
を

築
き
上
げ
、
製
品
の
付
加
価
値
を
高
め
る
動
き
が
加
速
し
て
い
る
。
関
連
意
匠
の
出
願
時
期
が
本
意
匠
の
登
録
の
公
表
ま
で
で

は
、
長
期
的
な
市
場
動
向
等
に
応
じ
て
製
品
デ
ザ
イ
ン
を
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
の
指
摘
を
受
け
、
令
和
元
年
の
法
改

正
で
は
、
関
連
意
匠
の
「
後
出
し
」
が
、
本
意
匠
の
出
願
か
ら
十
年
以
内
ま
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。
加
え
て
、
市
場
動

向
等
を
踏
ま
え
て
製
品
等
の
デ
ザ
イ
ン
を
長
期
的
に
進
化
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
類
似
す
る
意
匠
を
連
鎖
的
に
保
護
す
べ
き

と
の
指
摘
も
あ
り
、
従
来
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
関
連
意
匠
に
の
み
類
似
す
る
意
匠
の
登
録
も
認
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

国
内
市
場
の
縮
小
や
企
業
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
消
費
者
動
向
の
変
化
な
ど
の
要
素
が
複
雑
に
絡
み
合
い
、
モ
ノ
の
デ
ザ

イ
ン
か
ら
（
複
数
の
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
か
ら
構
成
さ
れ
る
）
コ
ト
の
デ
ザ
イ
ン
に
注
目
が
移
っ
て
い
く
中
、
企
業
の
デ
ザ
イ
ン

戦
略
の
重
要
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
我
が
国
の
意
匠
制
度
は
、
技
術
進
展
に
伴
っ
て
生
ま
れ
る
新
し
い

デ
ザ
イ
ン
や
、
変
化
す
る
企
業
の
デ
ザ
イ
ン
戦
略
に
適
時
に
対
応
し
な
が
ら
進
化
し
続
け
て
い
く
。

ブ
ラ
ン
ド
価
値 

３
．６
億
円
へ

　

苦
労
を
重
ね
、
や
っ
と
の
思
い
で
品
種
改
良
に
成
功
し
た
夕
張
メ
ロ
ン
。
し
か
し
昭
和
三
五
年
の
生
産
開
始
か
ら
す
ぐ
に
類

似
品
が
現
れ
始
め
た
。

　

そ
こ
で
、
商
標
権
取
得
の
重
要
性
に
気
付
い
た
夕
張
市
が
商
標
登
録
を
検
討
す
る
も
の
の
、
地
域
名
と
商
品
名
で
の
商
標
出

願
は
二
度
も
拒
絶
さ
れ
た
。

　

商
標
法
で
は
、
原
則
と
し
て
「
商
品
の
産
地
や
品
質
を
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
表
示
す
る
標
章
の
み
か
ら
な
る
商
標
」

は
他
人
の
も
の
と
区
別
が
で
き
な
い
た
め
、全
国
的
に
知
名
度
を
有
し
て
い
る
商
標
で
な
い
限
り
、登
録
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
夕
張
メ
ロ
ン
の
全
国
的
な
知
名
度
を
立
証
す
る
た
め
に
全
国
紙
や
地
方
紙
の
記
事
を
集
め
、
葉
書
に
よ
る
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
し
八
割
の
知
名
度
を
獲
得
し
た
結
果
、
平
成
五
年
に
登
録
査
定
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
の
間

は
他
人
の
便
乗
使
用
の
排
除
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

そ
の
後
、
よ
り
早
い
段
階
で
地
域
ブ
ラ
ン
ド
を
保
護
す
べ
く
、
平
成
一
八
年
、

地
域
団
体
商
標
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

　

こ
の
制
度
に
よ
っ
て
、
全
国
的
な
知
名
度
を
獲
得
せ
ず
と
も
、
一
定
範
囲
の

需
要
者
に
認
識
さ
れ
て
い
る
「
地
域
名
と
商
品
名
（
サ
ー
ビ
ス
名
）
か
ら
な
る

商
標
」
で
あ
れ
ば
商
標
登
録
が
可
能
と
な
り
、
夕
張
メ
ロ
ン
の
例
の
よ
う
な
苦

労
は
不
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

夕
張
市
の
例
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
夕
張
市
は
品
質
と
ブ
ラ
ン
ド
を
守
る

た
め
に
多
く
の
商
標
権
を
獲
得
し
、
多
く
の
制
度
を
利
用
し
つ
つ
、
時
に
は
裁

判
を
し
な
が
ら
夕
張
メ
ロ
ン
ブ
ラ
ン
ド
を
守
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
夕
張
メ

ロ
ン
は
地
域
ブ
ラ
ン
ド
を
確
立
。
そ
の
ブ
ラ
ン
ド
価
値
は
、
他
の
メ
ロ
ン
に
比

べ
年
額
三･

六
億
円
程
度
高
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

平
成
一
六
特
許
法
等
改
正（
新
職
務
発
明
制
度
・
登
録
調
査
機
関
制
度
）

独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
に
名
称
変
更

政
府
模
倣
品
・
海
賊
版
対
策
総
合
窓
口
を
経
済
産
業
省
に
設
置

特
許
異
議
申
立
制
度
廃
止

平
成
一
七
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
設
立

特
許
法
条
約
発
効

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
出
願
開
始

平
成
一
八
特
許
法
・
意
匠
法
改
正 

（
シ
フ
ト
補
正
禁
止
・
分
割
制
度
濫
用
防
止
等
／
画
面
デ
ザ
イ
ン
保
護
拡
充
等
）

特
許
審
査
ハ
イ
ウ
ェ
イ（
Ｐ
Ｐ
Ｈ
）の
試
行
開
始

地
域
団
体
商
標
制
度
の
導
入

平
成
一
九
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
の
た
め
の
特
許
審
査
改
革
加
速
プ
ラ
ン
２
０
０
７

平
成
二
十
特
許
法
等
改
正 

（
通
常
実
施
権
等
登
録
制
度
の
見
直
し
、
不
服
審
判
請
求
期
間
の
拡
大
等
）

平
成
二
一
商
標
法
に
関
す
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
条
約
発
効

平
成
二
二
産
産
業
財
産
権
制
度
１
２
５
周
年　

特
許
庁
ロ
ゴ
マ
ー
ク
制
定

Ｐ
Ｃ
Ｔ-

Ｐ
Ｐ
Ｈ
開
始

平
成
二
三
震
災
復
興
支
援
早
期
審
査
・
早
期
審
理
開
始

特
許
法
等
改
正（
料
金
の
見
直
し
等
）

Ｐ
Ｐ
Ｈ 

Ｍ
Ｏ
Ｔ
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｉ
開
始

平
成
二
四
中
小
企
業
の
特
許
料
の
減
免
期
間
拡
大

平
成
二
五
知
的
財
産
政
策
に
関
す
る
基
本
方
針
を
閣
議
決
定

平
成
二
六
Ｆ
Ａ
11
目
標
達
成

五
庁
間
で
の
特
許
審
査
ハ
イ
ウ
ェ
イ（
Ｐ
Ｐ
Ｈ
）試
行
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
始

特
許
法
等
改
正（
特
許
異
議
の
申
立
て
制
度
の
創
設
等
）

ハ
ー
グ
協
定
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
加
盟
の
た
め
の
意
匠
法
改
正

ロ
カ
ル
ノ
協
定
加
盟

平
成
二
七
特
許
法
等
改
正（
職
務
発
明
制
度
等
）

日
米
協
働
調
査
試
行
プ
ロ
グ
ラ
ム
試
行
開
始

ハ
ー
グ
協
定
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
加
盟

新
し
い
タ
イ
プ
の
商
標
の
追
加（
音
、
色
彩
、
ホ
ロ
グ
ラ
ム
、
動
き
、
位
置
）

平
成
二
八
広
域
フ
ァ
セ
ッ
ト
分
類
記
号
Ｚ
Ｉ
Ｔ
の
新
設

六
本
木
仮
庁
舎
へ
の
一
部
移
転

平
成
二
九
Ｉ
Ｎ
Ｐ
Ｉ
Ｔ
近
畿
統
括
本
部（
Ｉ
Ｎ
Ｐ
Ｉ
Ｔ-

Ｋ
Ａ
Ｎ
Ｓ
Ａ
Ｉ
）開
設

平
成
三
十
特
許
法
改
正（
特
許
関
係
料
金
の
改
定
。
新
規
性
喪
失
の
例
外
期
間
延
長
等
）

平
成
三
一
特
許
料
等
の
軽
減
措
置
を
全
て
の
中
小
企
業
に
拡
大

令
和
元

特
許
法
等
改
正

（
特
許
訴
訟
制
度
の
充
実
、
関
連
意
匠
制
度
の
見
直
し
等
）
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平
成
年
表

平
成
知
財
史

平
成
元

特
許
庁
本
庁
舎
竣
工

検
索
外
注
本
格
実
施

平
成
二

世
界
初
の
電
子
出
願
受
付
開
始

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
き
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律（
特
例
法
）の
制
定

平
成
三

ニ
ー
ス
協
定
加
盟
に
伴
う
商
標
法
改
正（
商
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
国
際
商
標
分

類
採
用
等
）

平
成
四

サ
ー
ビ
ス
マ
ー
ク
登
録
制
度
導
入

平
成
五

特
許
・
実
用
新
案
審
査
基
準
初
版
発
行

特
許
法
・
実
用
新
案
法
等
改
正（
補
正
要
件
の
変
更
／
新
実
用
新
案
制
度
等
）

平
成
六

特
許
法
等
改
正（
外
国
語
書
面
出
願
制
度
導
入
・
明
細
書
の
記
載
要
件
変
更
・

付
与
後
異
議
申
立
制
度
導
入
）

実
用
新
案
無
審
査
登
録
制
度
導
入

平
成
七

世
界
貿
易
機
関（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）発
足

知
的
所
有
権
の
貿
易
に
関
連
す
る
側
面
に�

関
す
る
協
定（
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
協
定
）発
効

産
業
財
産
権
制
度
１
１
０
周
年　

パ
テ
丸
く
ん
制
定

平
成
八

特
許
付
与
後
異
議
申
立
制
度
の
導
入

商
標
法
条
約
発
効
に
伴
う
商
標
法
改
正（
立
体
商
標
制
度
・
団
体
商
標
制
度
）

平
成
九

立
体
商
標
制
度
の
導
入

団
体
商
標
制
度
の
導
入

平
成
十

大
学
等
技
術
移
転
促
進
法（
Ｔ
Ｌ
Ｏ
法
）施
行

パ
ソ
コ
ン
電
子
出
願
受
付
開
始

平
成
一
一
特
許
法
等
改
正（
審
査
請
求
期
間
の
短
縮
）

部
分
意
匠
制
度
の
導
入
、
関
連
意
匠
制
度
の
創
設

対
話
型
審
査
の
開
始

平
成
一
二
マ
ド
リ
ッ
ド
議
定
書
加
盟

意
匠
・
商
標
・
審
判
手
続
の
電
子
化

平
成
一
三
審
査
請
求
期
間
を
７
年
か
ら
３
年
に
変
更

独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
総
合
情
報
館
設
立

平
成
一
四
知
的
財
産
基
本
法
成
立

特
許
法
等
改
正（
発
明
実
施
規
定
の
明
確
化
等
）

平
成
一
五
知
的
財
産
戦
略
本
部
発
足

知
的
財
産
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
推
進
計
画�

（
最
初
の
知
的
財
産
推
進
計
画
）策
定

特
許
法
等
改
正（
特
許
関
係
料
金
の
改
定
・
異
議
申
立
制
度
廃
止
等
）

平
成
一
六
任
期
付
審
査
官
の
大
量
採
用
開
始

知
財
ニ
ュ
ー
ス

企
業
と
従
業
者
を
守
る
た
め
の
法
制
度
へ
向
け
て

　

特
許
法
で
は
、
原
則
と
し
て
発
明
者
（
従
業
者
）
が
職
務
発
明
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
企
業
が

職
務
発
明
の
権
利
を
欲
す
る
場
合
に
は
、
企
業
が
職
務
発
明
に
対
す
る
対
価
を
従
業
者
に
払
っ
て
職
務
発
明
の
権
利
を
企
業
に

承
継
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

知
的
財
産
に
対
す
る
国
民
的
関
心
の
高
ま
り
を
背
景
に
、
特
許
法
第
三
五
条
の
存
在
が
認
知
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
平
成
一
五
年

四
月
二
二
日
、
最
高
裁
判
所
判
決
（
オ
リ
ン
パ
ス
事
件
）
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
職
務
発
明
の
相
当
の
対
価
に
関

す
る
訴
訟
が
多
発
し
た
。
特
に
世
間
を
賑
わ
せ
た
の
は
、
平
成
一
六
年
一
月
三
〇
日
、
東
京
地
裁
判
決
（
青
色
発
光
ダ
イ
オ
ー

ド
事
件
）
に
お
け
る
二
〇
〇
億
円
と
い
う
、
職
務
発
明
の
権
利
の
対
価
で
あ
る
。

　

一
般
に
、
職
務
発
明
の
相
当
の
対
価
は
企
業
と
従
業
員
と
の
契
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
先
の
オ
リ
ン

パ
ス
事
件
に
お
い
て
も
、
企
業
が
従
業
員
の
職
務
発
明
に
つ
き
特
許
収
入
を
得
て
い
れ
ば
、
上
限
額
を
一
〇
〇
万
円
と
す
る
報

償
を
企
業
が
従
業
員
に
与
え
る
こ
と
が
社
内
規
定
で
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
当
該
事
件
で
の
職
務
発
明
の
対
価
の
額
は

二
五
〇
万
円
と
認
定
さ
れ
た
。
オ
リ
ン
パ
ス
事
件
の
最
高
裁
判
決
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
後
の
青
色
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
事
件
の
中

間
判
決
で
は
、『
相
当
の
対
価
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
に
、
司
法
機
関
で
あ
る
裁
判
所
に
よ
り
、
客
観
的
に
定
め
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
っ
て
、
契
約
等
で
対
価
の
条
項
を
設
け
た
と
し
て
も
、
当
該
条
項
の
額
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
従
業
者
は
「
相

当
の
対
価
」
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
』
旨
が
述
べ
ら
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
判
決
や
社
会
情
勢
を
鑑
み
て
、
企
業
と
従
業
者
と
の
職
務
発
明
に
か
か
る
利
益
を
守
る
た
め
に
、
特
許
庁
で
は
職

務
発
明
に
関
す
る
法
改
正
を
平
成
一
六
年
に
行
っ
た
。
こ
の
法
改
正
に
よ
り
、
相
当
の
対
価
を
決
定
す
る
に
際
し
て
は
、
企
業

に
お
け
る
対
価
の
付
与
に
か
か
る
手
続
を
重
視
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
こ
の
手
続
き
が
不
合
理
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
対
価
の

付
与
は
裁
判
所
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
一
六
年
の
法
改
正
後
に
お
い
て
も
、
雇
用
の
流
動
化
と
い
っ
た
社
会
情
勢
の
変
化
に
起
因
す
る
問
題
、

例
え
ば
特
許
を
受
け
る
権
利
の
二
重
譲
渡
問
題
等
も
顕
在
し
、
産
業
界
か
ら
も
職
務
発
明
の
再
改
正
の
必
要
が
示
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
特
許
庁
で
は
、
平
成
二
七
年
に
も
職
務
発
明
に
関
す
る
法
改
正
を
行
っ
た
。

　

時
代
の
変
遷
に
よ
っ
て
、
企
業
、
従
業
者
に
必
要
な
制
度
も
変
わ
っ
て
く
る
が
、
そ
の
時
代
の
企
業
、
従
業
者
を
守
る
べ
く
、

特
許
法
は
法
改
正
が
な
さ
れ
て
き
た
。

意
匠
制
度
は
新
時
代
へ

　

令
和
元
年
の
幕
開
け
と
と
も
に
、
意
匠
制
度
は
新
た
な
時
代
を
迎
え
た
。
制
度
有
史
以
来
の
大
改
正
と
も
言
わ
れ
る
令
和
元

年
の
改
正
意
匠
法
の
中
で
も
、
関
連
意
匠
制
度
の
拡
充
は
、
注
目
す
べ
き
内
容
の
一
つ
だ
。

　
「
関
連
意
匠
制
度
」
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
意
匠
を
保
護
す
る
制
度
で
あ
る
。
日
本
の
意
匠
制
度
は
、

先
願
主
義
を
採
用
し
て
お
り
、
出
願
し
た
意
匠
が
、
そ
の
出
願
日
と
同
日
又
は
そ
れ
以
前
に
出
願
さ
れ
、
登
録
さ
れ
た
意
匠
と

同
一
又
は
類
似
し
て
い
る
場
合
は
、原
則
と
し
て
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、関
連
意
匠
制
度
を
利
用
す
れ
ば
、

同
一
出
願
人
に
限
り
、
そ
の
よ
う
な
意
匠
も
例
外
と
し
て
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

現
在
の
制
度
の
形
に
な
る
ま
で
に
、
数
々
の
変
遷
が
あ
っ
た
。
昭
和
三
四
年
の
現
行
法
制
定
時
に
は
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の

意
匠
を
「
本
意
匠
」
と
「
類
似
意
匠
」
と
し
て
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
類
似
意
匠
制
度
」
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
侵
害
訴

訟
の
場
で
は
、
類
似
意
匠
は
本
意
匠
の
効
力
範
囲
を
定
め
る
際
に
参
酌
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
類
似
意
匠
に
基
づ
く
侵
害
の
成




